
新潟市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 
 

 （趣  旨） 

第１条  生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため，浄化槽又は変則浄化槽

（以下「浄化槽等」という。）を設置する者に対し新潟市浄化槽設置整備事業補助金（以

下「補助金」という。）を予算の範囲内で交付するものとし，その交付に関しては新潟

市補助金等交付規則（平成１６年新潟市規則第１９号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか，この要綱によるものとする。 

 

 （定  義） 

第２条  この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める 

ところによる。 

 1)  浄化槽  浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号に規定する浄化槽をい 

  い，し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽で，かつ，生物化学的酸素要求量（以下

「ＢＯＤ」という。）の除去率９０％以上，放流水のＢＯＤが２０㎎／ｌ（日間平均

値）以下の機能を有するものをいう。 

 2)  変則浄化槽  し尿のみを処理する既設のみなし浄化槽を前置し，そのみなし浄化槽

からの放流水と雑排水を併せて処理する付加装置でＢＯＤの除去率９０％以上で，か

つ，放流水のＢＯＤが２０㎎／ｌ（日間平均値）以下の機能を有するものをいう。 

 

 （補助対象地域） 

第３条  補助金の対象となる地域（以下「補助対象地域」という。）は，下水道法（昭和 

３３年法律第７９号）第４条第１項の認可又は同法第２５条の３第１項の認可を受けた 

事業計画に定められた予定処理区域，新潟市地域下水道条例（昭和５８年新潟市条例第 

７号）第３条に規定する処理区域，農業集落排水事業が予定されている地域及び新潟市

浄化槽事業条例（平成２２年６月２９日新潟市条例第３７号）第３条に規定する整備区

域を除く本市全域とする。 

 

 （補助対象浄化槽） 

第４条  補助金の交付の対象となる浄化槽は，処理対象人員５０人以下の浄化槽等（合併

処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針（平成４年１０月３０日付け衛浄第３４

号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」

という。）が適用される浄化槽にあっては，同指針に適合するものに限る。）とする。 

 

 （補助対象者） 

第５条  補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は，主に居住の用 

に供する建物に浄化槽等を設置する者（販売目的で浄化槽付の住宅を建築するもの（以

下「建築者」という。）から居住の目的で当該住宅を購入したもの（以下「購入者」と

いう。）を含む。）とする。 



２  前項の規定にかかわらず，次の各号の一に該当する者は，補助対象者としない。 

 1)  浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法（昭和２５年法律 

  第２０１号）第６条第１項に基づく確認を受けずに，浄化槽等を設置する者 

 2)  住宅等を借りている者で，賃貸人等の承諾を得られないもの 

 3)  建築者 

 4)  その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める者 

 

（補助金額） 

第６条 補助金の額は，浄化槽等の設置に要する費用に相当する額とし，別表の左欄に掲

げる区分に応じ，同表の右欄に定める額を限度とする。 

 

（補助金交付申請）                               

第７条  規則第６条の規定による補助金の申請は，補助金に係る工事の着手前までに補助 

金交付申請書（別記様式第１号）により行うものとする。 

２  規則第６条の規定により申請書に添付する書類は次のとおりとする。 

1) 国庫補助指針が適用される浄化槽にあっては，同指針に適合することを証する書類 

 2)  審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し 

 3)  浄化槽等の工事請負契約書及び工事施工監督する者の資格を証明する書類の写し 

 4)  見積書の写し 

 5)  住宅の平面図，浄化槽の設置位置を示す図面及び配管系統図 

 6)  住宅等を借りている場合は，賃貸人の承諾書 

 7)  その他市長が必要と認める書類 

３  前項の規定による申請は，第５条第１項に規定する購入者については，建築者が購入 

者に代わり，申請者としてあらかじめ補助金交付申請書（別記様式第１号の２）に前項 

各号の書類を添付して，提出するものとする。 

 

 （補助金の交付の決定） 

第８条  規則第７条の規定により，補助金を交付すると決定した場合は補助金交付決定通 

知書（別記様式第２号）により，交付しないと決定した場合は補助金不交付決定通知書 

（別記様式第３号）によりそれぞれ当該者に通知する。 

 

（変更承認申請書） 

第９条  規則第１０条の規定による補助事業の変更の承認申請は，変更承認申請書（別記

様式第４号）により行うものとする。 

２  第７条第３項に規定する建築者から住宅を購入したものは，補助対象者変更申請書 

（別記様式第４号の２）に売買契約書の写し又はそれに変わる書類を添付して，速やか 

に市長に提出するものとする。 

 



（実績報告） 

第10条  規則第１３条の規定による実績報告は，補助金に係る事業完了後１カ月以内又は

補助金の交付決定に係る会計年度終了日のいずれか早い日までに実績報告書（別記様式

第５号）により行うものとする。 

２  規則第１３条第３号の規定により報告書に添付する書類は次のとおりとする。 

 1)  浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し 

 2)  工事費請求書又は領収書の写し 

 3)  浄化槽法定検査の依頼を浄化槽法第57条に基づく指定検査機関が受諾したことを

証する書類の写し 

 4)  その他市長が必要と認める書類 

 

（その他） 

第11条  この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

 

   附  則 

 この要綱は，平成２年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は，平成３年８月１日から施行する。 

   附  則 

  （施行期日） 

 １  この要綱は，平成５年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２  この要綱による改正後の新潟市合併処理浄化槽等設置に係る補助金交付要綱の規

定は，平成５年６月１日以後に浄化槽工事が竣工するものから適用する。 

   附  則 

 この要綱は，平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１６年４月１日から施行する。 

   附  則 

  （施行期日） 

 １  この要綱は，平成１８年６月１日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２  改正後の別表の人槽区分の欄「５」「１１～２０」「２１～３０」「３１～５０」 

の項の規定については，この要綱の施行の日以後に交付決定をしたものから，その他

の規定については，平成１８年４月１日以後に交付決定をしたものから適用する。 

  附 則 



 この要綱は，平成１９年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

 

    別表（第６条関係） 

 

 

       人  槽  区  分 

（人槽）

 

       限  度  額 

（円） 

 

                   ５ 

 

             ６～  ７ 

 

             ８～１０ 

 

１１～２０ 

 

２１～３０ 

 

３１～５０ 

 

 

３５２，０００ 

 

４４１，０００ 

 

５８８，０００ 

 

   １，００２，０００ 

 

   １，００２，０００ 

         (1,545,000) 

   １，００２，０００ 

         (2,129,000) 

 

    ※（  ）内は，個別住宅を集合して浄化槽等を設置する場合に 

     適用する。 

 

 

 

 



別記様式第１号（第７条関係） 

                                年    月    日 

 

 

（あて先）新潟市長 

 

 

                  申請者  住所 

 

                      氏名                       印 

 

                      （電話番号） 

 

 

補  助  金  交  付  申  請  書 

 

 

    年度において，浄化槽等を設置したいので，新潟市浄化槽設置整備事業補助金 

交付要綱第７条第１項の規定により，下記のとおり補助金の交付を申請します。 

 

記 

  １  設置場所の 

      地名地番 

 

 

  ２  浄化槽の型式 名称                認定番号 

  ３  浄化槽の人槽 人槽 

  ４  交付申請額 金               円 

  ５  住宅所有者 １ 本人    ２ 共有（    人）  ３ その他（    ） 

 

 

  ６  住宅の種類 

 

 

 

 １住宅                               ㎡ 

 

 ２店舗等併用住宅 

     （居住部分の床面積              ㎡） 

     （延べ床面積                   ㎡） 

７  着工予定年月日 年    月    日 

  ８  工事完了予定 

      年月日 
年    月    日 

 

 



別記様式第１号の２（第７条関係） 

                                年    月    日 

 

 

（あて先）新潟市長 

 

 

                  申請者  住所 

                 （建築者） 

                      氏名                        印 

 

                      （電話番号） 

 

 

補  助  金  交  付  申  請  書 

 

 

    年度において，浄化槽等を設置したいので，新潟市浄化槽設置整備事業補助金 

交付要綱第７条第３項の規定により，下記のとおり補助金の交付を申請します。 

 

記 

 １  設置場所の 

     地名地番 

 

 

 ２  浄化槽の型式 名称                  認定番号 

 ３  浄化槽の人槽 人槽 

 ４  交付申請額 金                円 

 ５  住宅の形態  １個人住宅    ２集合住宅（    世帯） 

 

 ６  住宅の種類 

 

 

 

 １住宅                               ㎡  

 

 ２店舗等併用住宅 

     （住宅部分の床面積                ㎡） 

     （延べ床面積                      ㎡） 

 ７  着工予定年月日 年    月    日 

 ８  工事完了予定 

     年月日 
年    月    日 

 

 

 



別記様式第２号（第８条関係） 

                                新  第    号 

                                年    月    日 

 

 

           様 

 

                       新潟市長 

 

 

 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

 

   年    月    日付けで申請のあった新潟市浄化槽設置整備事業補助金については，

下記により交付する。 

 

記 

 

 Ⅰ  交付金額    金              円 

 Ⅱ  交付条件等 

  １  補助対象者は，        年    月    日までに補助事業を完了しなければならな 

   い。 

  ２ 新潟市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第７条第３項に規定する建築者の場

合には，当該住宅購入者に対し，補助対象者変更申請書を速やかに市長に提出する

よう連絡するものとする。 

 

  ３  承認事項等 

  （１）補助対象者は，次の各号の一に該当する場合は，あらかじめ新潟市長の承認を 

    受けなければならない。 

    ア  補助事業の内容を変更しようとするとき。 

    イ  補助事業を中止若しくは廃止しようとするとき。 

    ウ  補助事業により取得し，又は効用の増加した浄化槽を補助金等の交付の目的

に反して使用や，譲渡等をするとき。 

  （２）補助対象者は，補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行 

    が困難となった場合においては，その理由，その他必要な事項を新潟市長に報告 

    し，その指示を受けなければならない。 

  ４  状況報告 

    補助対象者は，補助事業の遂行の状況に関し，新潟市長の要求があったときには 

        直ちに新潟市長に報告しなければならない。 

  ５  実績報告 

    補助対象者は，補助金に係る事業完了後１か月以内又は補助金の交付決定に係る 

   会計年度終了日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければならない。 



別記様式第３号（第８条関係） 

                                新  第    号 

                                年    月    日 

 

 

           様 

 

 

                       新潟市長 

 

 

補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 

 

 

     年    月    日付けで申請のあった新潟市浄化槽設置整備事業補助金につい

ては，下記の理由により不交付と決定する。 

 

 

記 

 

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第４号（第９条関係） 

                                年    月    日 

 

 

（あて先）新潟市長 

 

 

                  補助対象者  住所 

 

                        氏名                     印 

 

 

変  更  承  認  申  請  書 

 

 

     年    月    日付け新   第    号  で補助金交付決定を受けた新潟市浄化

槽設置整備事業補助金について，申請内容を下記のとおり変更したいので，承認願います。 

 

 

記 

 

 

  １．補助金申請内容の変更 

 

  ２．補助事業の中止 

 

  ３．補助事業の廃止 

 

 

  （理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第４号の２（第９条関係） 

                                年    月    日 

 

 

（あて先）新潟市長 

 

 

                   申請者  住所 

                  （購入者） 

                       氏名                       印 

 

                       （電話番号） 

 

 

補 助 対 象 者 変 更 申 請 書 

 

 

 新潟市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第７条第３項の規定に基づく申請により， 

   年  月  日付け新  第  号で補助金交付の対象となった当該住宅を下記 

の補助対象者（建築者）から購入しましたので，同要綱第９条の規定により補助対象者 

の変更を申請します。 

 

記 

 

変更前 

補助対象者  住所 

   （建築者） 

氏名 

 

 

 

 

変更後 

補助対象者  住所 

   （購入者） 

          氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第５号（第10条関係） 

                                年    月    日 

 

 

（あて先）新潟市長 

 

 

                 補助対象者  住所 

 

                       氏名                       印 

 

 

実   績   報   告   書 

 

 

    年    月    日付け新   第      号    で交付決定の通知を受けた浄化槽等 

の設置が完了したので，下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

   １．  補助金交付決定額    金                  円 

 

 

   ２．  事業完了年月日              年    月    日 

 


	新潟市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
	本新潟市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱



